
安心して子どもを産み育てることができる 
環境の整備

第1章

	第1節	 少子社会の現状

我が国の合計特殊出生率は、2005（平成17）年には1.26と過去最低を更新するとともに、
人口も2000年代に入ると伸びが鈍化し、今後は人口の減少が見込まれている。

2006（平成18）年～2008（平成20）年の合計特殊出生率は、前年を上回っていたが、2009
（平成21）年は前年と同様1.37と横ばいとなり、2010（平成22）年は概数値で1.39と前年を
上回ったが、依然として低い水準にあり、長期的な少子化の傾向が継続している。

また、2006 年末に発表された国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成
18 年12 月推計）」によると、現在の傾向が続けば、50 年後（2055（平成67）年）には我が
国の人口は9千万人を割り込み、1年間に生まれる子どもの数が現在の半分以下の50 万人を割
り、高齢化率は40％を超えるという厳しい見通しが示されている（図表1-1-1）。

さらに、ライフスタイルが従来とは異なるものになってきている。例えば、2030（平成42）
年には生涯未婚率が男性で約30％、女性では約23％になるものと見込まれている（図表1-1-2）
ほか、共働き世帯と専業主婦世帯（男性雇用者と無業の妻からなる世帯）とを比べると、1997

（平成9）年には既に前者の数が後者の数を上回っている状況にも配慮する必要がある（図表
1-1-3）。また、子どもがいる世帯のうち3世帯に1世帯がひとり親世帯になるものと見込まれて
いる状況がある（図表1-1-4）。

こうした状況に加え、多くの国民が結婚したい、子どもを生み育てたい、結婚しても子どもを
持って働きたいと希望しているにもかかわらず＊1、その希望がかなえられず、結果として少子化
が進んでしまっているものと考えられることなどを踏まえ、国民が希望する結婚や出産を実現で
きる環境を整備することが重要となる。

	 図表1-1-1	 人口ピラミッドの変化（1990、2010、2030、2055）-平成18年中位推計-
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	 図表1-1-2	 生涯未婚率の推移
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集（2010年版）」

（注） �生涯未婚率は、50歳時点で一度も結婚をしたことのない人の割合であり、2005年までは「人口統計資料集
（2010年版）」、2010年以降は「日本の世帯数の将来推計」より、45～49歳の未婚率と50～54歳の未婚率
の平均。

	 図表1-1-3	 共働き等世帯数の推移
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3月）、14年以降は「労働力調査(詳細集計)」（年平均）より作成。
2. �「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び完
全失業者）の世帯。

3. �「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。

＊1� �第13回出生動向基本調査（2005年　独身者調査）によると、結婚する意思をもつ未婚者は約9割となっており、希望子ども数も
男女とも2人以上となっている。
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	 第2節	 子ども手当

子ども手当については、「平成22 年度における子ども手当の支給に関する法律案」を第174
回通常国会に提出し、2010（平成22）年3月に成立、同年4月1日から施行することとなった。

子育てを未来への投資として、次代を担う子どもの育ちを個人の問題とするのではなく、社会
全体で応援するという観点から実施するものであり、2010年度においては、中学校修了前まで
の子ども1人につき月額1万3千円の子ども手当を、その父母等に支給することとした。

また、「国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法
律の一部を改正する法律」が2011（平成23）年3月に成立、同年4月1日に施行された。

これにより、2011年4月～9月までの6か月間についても、これまでと同じ月額1万3千円の
子ども手当が引き続き支給されることとなった。

	 図表1-1-4	 世帯構成の推移と見直し
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	 第3節	 待機児童の解消に向けた保育サービスと
放課後児童対策等の充実

	 1	 待機児童解消に向けた保育サービスの充実と総合的な放課後児童対策の推進
保育所への入所を希望しながら保育所に入所することができない「待機児童」を解消するた

め、2002（平成14）年度からの「待機児童ゼロ作戦」等に基づき、保育所の受入れ人数を引上
げる等の取組みを進めてきた。

しかし、都市部を中心として、依然として待機児童が多く生じており、その数は2010（平成
22）年4月現在、約2万6千人となるなど、保育所の定員増にもかかわらず、3年連続で増加し
ている。

	 図表1-2-1	 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律の概要

趣　旨
　次代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、平成22年度等において、中学校修了前までの子どもについて、
子ども手当を支給する制度を創設する。

概　要

施行日 平成22年4月1日

（1）子ども手当の支給
　　・中学校修了までの子ども一人につき、月額１万3千円（所得制限なし）の子ども手当を父母等に支給。
　　・支給等の事務は、市区町村（公務員は所属庁）。
　　・支払月は、平成22年6月、10月、平成23年２月、６月、10月。

（2）子ども手当については、児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ
以外の費用については、全額を国庫が負担。（公務員については所属庁が負担）

（3）児童育成事業（放課後児童クラブ等）については、事業主拠出金を原資として実施。

（4）子ども手当を市区町村に簡便に寄附できる仕組みを設ける。

（5）児童手当の既受給者に係る申請免除等の経過措置を設ける。

（6）検討
　　・政府は、児童養護施設に入所している子どもその他の子ども手当の支給対象とならない子どもに対する支援

等を含め制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
　　・政府は、平成23年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加え、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとする。
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こうした中、2010年1月29日に策定した「子ども・子育てビジョン」では、保育サービスの
定員を2009（平成21）年度の215万人から2014（平成26）年度に241万人とする目標を掲
げ、待機児童解消に向けた取り組みを進めている。

具体的には、保育所の整備等を更に促進させることを目的として、平成20年度第2次補正予
算において都道府県に創設された「安心こども基金」を平成21年度第1次・第2次補正予算、
平成22年度補正予算において、増額するとともに、平成22年度末までとしていた事業実施期間
を、平成23年度末まで延長した。この「安心こども基金」を始めとして、保育サービス等の充
実・拡充、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館等）を活用した認可保育所の分園等設
置促進、家庭的保育の拡充を図るなどにより、待機児童解消に向けた保育サービスの充実に努め
ている。加えて、2010年11月29日に取りまとめられた「国と自治体が一体的に取り組む待機
児童解消「先取り」プロジェクト」により、質の確保された認可外保育施設への助成や、複数の
家庭的保育者（保育ママ）が同一の場所で実施する家庭的保育事業などをすすめていくこととし
ている。

今後、「子ども・子育てビジョン」で掲げる目標の実現に向け、待機児童解消策の一層の取組
みを推進する。

	 2	 すべての子育て家庭への支援
少子化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化など、社会環境が変化する中で、身近な地

域に相談できる相手がいないなど、子育てが孤立化することにより、その負担感が増大してい
る。とりわけ、3歳未満の子どもを持つ女性の約8割は家庭で育児をしており、社会からの孤立
感や疎外感を持つ者も少なくない。

このようなことから、身近な場所に子育て親子が気軽に集まって相談や交流を行う「地域子育
て支援拠点事業」の設置を促進しており、①子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、②子育
て等に関する相談・援助の実施、③地域の子育て関連情報の提供、④子育て及び子育て支援に関
する講習を基本事業として推進している。具体的には、公共施設の空きスペースや商店街の空き
店舗等において実施する『ひろば型』、保育所等において実施する『センター型』、民営児童館に
おいて実施する『児童館型』の三つの類型により事業展開を図っており、それぞれ特色を生かし

	 図表1-3-1	 保育所待機児童の現状

待機児童数 保育所定員
待機児童数と保育所定員の推移

○平成22年4月1日現在の待機児童数は２万６,２７５人（３年続けて増加）
○待機児童が多い地域の固定化
　・待機児童50人以上の特定市区町村（101市区町村）で待機児童総数の約83％を占める
○低年齢児（0～ 2歳）の待機児童数が全体の約82％
○子ども・子育てビジョン（平成22年１月29日閣議決定）を策定するとともに、安心こども基金による保育所
整備等を推進している。

○さらに、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」に基づき、地域の余裕スペースの活用等による認可保育
所の分園等設置の促進などを進める。
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た取り組みを行っている。特に、『ひろば型』においては、基本事業に加えて機能の拡充を図っ
ており、一時預かりや放課後児童クラブなど多様な子育て支援活動を実施することで、『ひろば
型』の施設を中心とした関係機関とのネットワーク化を図り、子育て家庭によりきめ細かな支援
を行うこととしている。

このような地域における子育て支援の拠点については、量的な拡充とともに、当事者自身が共
に支え合い、情報交換をし、学び合う地域子育て支援活動の原点に根ざした活動を広げていくこ
とが重要な課題である。このような認識から、「NPO法人子育てひろば全国連絡協議会」が組
織され、子育て支援者の資質向上に向け、各種セミナーや研修会の開催などを行っている。

また、保護者の通院や社会参加活動、又は育児に伴う心理的・身体的負担の軽減のため、保育
所や駅前等利便性の高い場所で就学前の児童を一時的に預かる「一時預かり事業」、すべての乳
児のいる家庭を訪問することにより、子育て支援に関する情報提供や養育環境の把握を行い、必
要な支援につなげる「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」、特に支援が必要な妊
婦や子どものいる家庭を訪問し、養育に関する相談、指導等の支援を行う「養育支援訪問事業」、
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かり等の援
助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動を行う「ファ
ミリー・サポート・センター事業」、保護者の通院や社会参加活動、又は育児に伴う心理的・身
体的負担の軽減のため、保育所や駅前等利便性の高い場所で就学前の児童を一時的に預かる「一
時預かり事業」、児童養護施設等において親の残業や病気などの際にその家庭の児童を預かる

「子育て短期支援事業」等を展開し、地域の子育て支援機能の強化を図っている。

	 第4節	 新たな子ども・子育て支援の施策の充実

子どもと子育てを応援する社会の実現に向けて、2010（平成22）年1月に、子ども・子育て
支援の総合的な対策である「子ども・子育てビジョン」が策定された（図表1-4-1）。この「子
ども・子育てビジョン」では、子どもが主人公（チルドレン・ファースト）であると位置づけ、

「少子化対策」から「子ども・子育て支援」へ考え方を転換しており、社会全体で子どもと子育
てを応援する社会の実現を目指し、2010 年度から2014（平成26）年度までの5 年間で目指す
べき施策内容と具体的な数値目標（図表1-4-2）を掲げ、保育サービスの充実やワーク・ライ
フ・バランスの推進など、子どもの育ちを社会全体で支え合う環境づくりに取り組んでいる。
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	 図表1-4-1	 子ども・子育てビジョン

基本理念の転換
（子どもと子育てを応援する社会）

バランスのとれた
総合的な子育て支援

待機児童の解消等に
向けた明確な数値目標
（5年後の姿）

「男性の育児参加」を重視

「企業の取組」を促進

「地域の子育て力」を重視

○子どもが主人公（チルドレン・ファースト）
○「少子化対策」から「子ども・子育て支援」へ
○生活と仕事と子育ての調和（M字カーブを台形型へ）

家族や親が子育てを担う
≪個人に過重な負担≫

社会全体で子育てを支える
≪個人の希望の実現≫

・子ども手当の創設
・高校の実質無償化
・児童扶養手当を父子家庭にも支給
・生活保護の母子加算

・待機児童の解消に向けた保育や放課後対
策の充実
・幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のため
の包括的・一体的な制度の構築に向けた検討

○潜在的な保育ニーズに対応した保育サービスの拡充
＜保育サービスを受けている子どもの割合＞
〔現状〕3歳未満児の4人に1人（24％）

3歳未満児：75万人
全体：215万人

○放課後児童クラブの充実（主に小学校1～ 3年）
〔現状〕　　　5人に1人（81万人）

〔H26〕3歳未満児の3人に1人（35％）
3歳未満児：102万人
全体：241万人

〔H26〕　　　3人に1人（111万人）

○男性の育児休業取得を促進
〔現状〕男性育児休業取得率 1.23％
○男性の育児参加を促進
〔現状〕 1日60分

〔H29〕　　　10％＊参考指標

〔H29〕　　　1日2時間30分＊参考指標

○次世代認定マーク（くるみん）の取得促進（652企業⇒2,000企業）
○入札手続き等における対応の検討（企業努力の反映などインセンティブ付与）

○すべての中学校区に地域子育て支援拠点を整備（7,100か所⇒10,000か所）
○商店街の空き店舗や学校の余裕教室･幼稚園の活用

（平成22年1月29日閣議決定）

≪子育て家庭等への支援≫ ≪保育サービス等の基盤整備≫

※年5万人の増

6歳未満の子どもをもつ
男性の育児・家事時間

	 図表1-4-2	 主な数値目標等

○地域子育て支援拠点事業

○ファミリー・サポート・センター事業
○一時預かり事業 （延べ日数）
○商店街の空き店舗の活用による子育て支援

○週労働時間60時間以上の雇用者の割合
○男性の育児休業取得率
○6歳未満の子どもをもつ男性の育児･家事関連時間
　（1日当たり）

25～ 30床
全都道府県･指定都市･
中核市

○NICU（新生児集中治療管理室）病床数（出生１万人当たり）
○不妊専門相談センター

潜在的な保育ニーズ
にも対応した保育所
待機児童の解消

○里親等委託率
○児童養護施設等における小規模グループケア

社会的養護の充実

地域の子育て力
の向上

男性の育児参加
の促進

○第１子出産前後の女性の継続就業率
○次世代認定マーク（くるみん）取得企業数

子育てしやすい
働き方と企業の取組

○平日昼間の保育サービス （認可保育所等）
　　　　　　　　　（3歳未満児の保育サービス利用率）
○延長等の保育サービス
○病児・病後児保育 （延べ日数）
○認定こども園
○放課後児童クラブ

241万人
（102万人（35％））
96万人
200万日
2000か所以上 （H24）
111万人

安心できる
妊娠と出産 21.2床

55都道府県市
⇒
⇒

〔現状〕 〔H26目標値〕

215万人
（75万人（24％））
79万人
31万日
358か所
81万人

〔H26目標値〕〔現状〕

〔現状〕 〔H26目標値〕
10.4％
446か所

16％
800か所

⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

⇒
⇒

〔現状〕 〔H26目標値〕
7100か所
（市町村単独分含む）
570市町村
348万日
49か所

10000か所

950市町村
3952万日
100か所

〔現状〕 〔H26目標値〕
10％
1.23％
60分

半減 （H29） ＊参考指標
10％ （H29） ＊参考指標
2時間30分 （H29）
 ＊参考指標

〔現状〕 〔H26目標値〕
38％
652企業

55％ （H29）＊参考指標
2000企業
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また、幼保一体化を含む新たな子ども・子育て支援のための包括的・一元的な制度の構築につ
いて検討を行うため、2010年1月に関係閣僚で構成する「子ども・子育て新システム検討会議」
が開催され、同年6月には、同検討会議で取りまとめられた「子ども・子育て新システムの基本
制度案要綱」が、全閣僚で構成する少子化社会対策会議において決定された。

その後、子ども・子育て新システムの制度設計については、関係府省の副大臣、政務官からな
る「子ども・子育て新システム検討会議作業グループ」の下に置かれた基本制度ワーキングチー
ム、幼保一体化ワーキングチーム、こども指針（仮称）ワーキングチームにおいて、有識者、保
育・幼稚園関係者、地方団体、労使代表、子育て当事者などの関係者の参画を得て、内閣府を中
心とした関係府省が連携し、具体的な制度の検討を進め、2011（平成23）年7月の基本制度
ワーキングチームにおいて、「子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめ」が取りまと
められるに至った。

また、「社会保障・税一体改革成案」（2011年6月30日政府・与党社会保障改革検討本部決定）
の工程表において、税制抜本改革とともに、早急に法案提出することとされている。今後は、実
施主体である地方公共団体など関係者と十分に意見交換を行い、税制抜本改革とともに、早急に
法案提出ができるよう、残された検討課題について、できる限り速やかに検討を再開することと
している。

	 第5節	 母子保健医療対策の充実

	 1	「健やか親子21」の推進
21世紀の母子保健分野の国民運動計画である「健やか親子21」については、2009（平成21）

年度に、「『健やか親子21』の評価等に関する検討会」において第2回中間評価を行い、過去4
年間の成果を踏まえつつ、今後重点的に取り組む方向性等を示したところである。

	 2	 子どもの心の健康支援
様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応するため、都道府県における拠点病院を

中核とし、各医療機関や保健福祉機関等と連携した支援体制の構築を図るための事業を2008
（平成20）年度より3か年のモデル事業として実施してきたところであり、2011（平成23）年
度においては、本モデル事業の成果を踏まえ、事業の本格実施を行うこととしている。

	 3	 妊婦健診や出産に係る経済的負担の軽減
妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図るため、平成20年度第2次補正予算において、

妊婦健診を必要な回数（14回程度）受けられるよう、それまで地方財政措置されていなかった
9回分について、支援の拡充を図っており（すべての市区町村で14回以上の公費助成を実施

（2010（平成22）年4月現在））、平成22年度補正予算において、2011（平成23）年度につい
ても、公費助成を継続することとしたところである。

また、妊娠の早期届出（それに伴う母子健康手帳の早期交付）及び妊婦健診の適正な受診につ
いて、政府広報、リーフレットの作成・配布等を通じて広く国民に周知を図っている。

加えて、2011年4月以降の出産育児一時金制度については、引き続き、支給額を原則42万円
とするとともに、出産育児一時金等を医療保険者から医療機関等に直接支給する直接支払制度に
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ついては、医療機関等への支払いの早期化や、医療機関等における事務手続きの簡素化などの改
善を図ったところである。

さらに、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等については、受取代理の仕組
みを制度化したところである。

	 4	 不妊に悩む夫婦への支援
（1）	不妊専門相談センター

不妊症の検査・治療等に関する情報提供や相談体制を強化するため、地域において中核的な役
割を担う保健医療施設などにおいて、専門医等が、①不妊に関する医学的な相談や、②不妊によ
る心の悩みの相談などを行う「不妊専門相談センター事業」を実施している（2010（平成22）
年度：61か所）。

（2）	不妊治療に係る経済的負担の軽減等
体外受精及び顕微授精は経済的な負担が大きいことから、2004（平成16）年度から、次世代

育成支援の一環として、配偶者間のこれらの不妊治療に要する費用の一部を助成し、経済的負担
の軽減を図っている。

2007（平成19）年度から、給付額を拡大し（治療1回につき上限額10万円、年2回、通算5
年まで）、所得制限を緩和（夫婦合算所得730万円まで）しているが、さらに、2009（平成21）
年度より給付額を治療1回につき上限額15万円まで拡大しているところである（2009年度支給
実績：84,395件）。2011（平成23）年度においては、1年度目は年3回まで対象回数を拡大（通
算5年、通算10回を超えない）することとしている。

	 第6節	 ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進

	 1	 ひとり親家庭を取り巻く状況
母子世帯数（未婚、死別又は離別の女親と、その未婚の20歳未満の子どものみからなる一般

世帯（他の世帯員のいないもの））は、2005（平成17）年で749,048世帯となっており、父子
世帯数（未婚、死別又は離別の男親と、その未婚の20歳未満の子どものみからなる一般世帯

（他の世帯員のいないもの））は、同年で92,285世帯となっている（総務省「国勢調査」2005
（平成17）年）。

母子世帯となった理由別にみると、死別世帯が9.7％、生別世帯が89.6％となっている（厚生
労働省「全国母子世帯等調査」2006（平成18）年）。

就業の状況については、2006年で、母子家庭の母の84.5％が就業しており、就業している者
のうち、常用雇用者が42.5％、臨時・パートが43.6％となっている。一方、父子家庭の父は
97.5％が就業しており、このうち常用雇用者が72.2％、事業主が16.5％、臨時・パートが3.6％
となっている（厚生労働省「全国母子世帯等調査」2006年）。

母子世帯の1世帯当たり平均所得金額は231万4千円であり、児童のいる世帯の1世帯当たり
平均所得金額688万5千円と比べて低い水準となっている（厚生労働省「平成21年国民生活基
礎調査」）。一方、父子世帯の平均年間収入は421万円であり、母子世帯より高い水準にあるが、
300万円未満の世帯も約37％となっている（厚生労働省「全国母子世帯等調査」2006年）。
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	 2	 ひとり親家庭の自立支援の取組み
母子家庭等に対する支援については、「母子及び寡婦福祉法」等に基づき、①保育所の優先入

所等の子育て・生活支援策、②母子家庭自立支援給付金等の就業支援策、③養育費相談支援セン
ターの設置等の養育費の確保策、④児童扶養手当の支給等の経済的支援策といった総合的な自立
支援策を展開している（図表1-6-1）。

特に、母子家庭の母については、就業経験が少なかったり、結婚・出産等により就業が中断す
ることにより、就職に困難を伴うことが多く、就職しても不安定な雇用条件にあることが多いこ
とから、自立に向けた就業支援がとりわけ重要である。

このため、2011（平成23）年度においては、
① マザーズハローワークを始め、全国のハローワークにおけるきめ細かな職業相談・職業紹介

や、地方自治体が設置する母子家庭等就業・自立支援センターにおける就業相談・講習会・
就業情報の提供等の実施

② ハローワークと地方自治体が締結した協定に基づき、ハローワークと福祉事務所等の担当者
からなる「就労支援チーム」を結成し、対象者のニーズ、経験及び適性等を的確に把握し、
対象者の状況に応じて、個別求人開拓や就職支援ナビゲーターによるマンツーマン支援等の
就労支援を行う「「福祉から就労」支援事業」の実施

③ 就労経験が乏しい母子家庭の母等の職業的自立を促進するため、就職の準備段階としての準
備講習と、実際の就職に必要な技能・知識を習得させるための職業訓練をセットにした「準
備講習付き職業訓練」の実施

④ 看護師等の就業に結びつきやすい資格取得のために養成機関に通う際の生活費の負担軽減の
ための高等技能訓練促進費等の支給期間の延長や、在宅就業の環境整備への支援の実施

⑤ 企業における母子家庭の母の雇い入れを促進するため、トライアル雇用を実施した事業所に
対する試行雇用奨励金の支給や、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合の特定求職
者雇用開発助成金の支給

などの取組みを推進している。
また、母子家庭等に対する経済的支援として、
①児童扶養手当の支給

	 図表1-6-1	 母子家庭の自立支援策の概要

○　平成14年の制度改正により、「児童扶養手当」を中心とする支援から、
　　①子育て・生活支援策
　　②就業支援策
　　③養育費の確保策
　　④経済的支援策
　　の4本柱による「就業・自立に向けた総合的な支援」へと施策を強化

子育てと生活支援
◎保育所の優先入所の法
定化

◎ヘルパーの派遣などに
よる子育て、生活支援
策の実施

・サテライト型施設の設
置など母子生活支援施
設の機能の拡充

就業支援
○母子家庭等就業・自立
支援センター事業の推
進
◎個々の実情に応じた、
ハローワーク等との連
携による母子自立支援
プログラムの策定等
・母子家庭の能力開発等
のための給付金の支給
・準備講習付き職業訓練
の実施等

養育費の確保
◎養育費相談支援セン
ターの創設

◎養育費支払い努力義務
の法定化

◎「養育費の手引き」や
リーフレットの配布

◎民事執行制度の改正に
よる履行確保の促進

経済的支援
◎児童扶養手当の支給
・自立を支援する観点か
ら母子寡婦福祉貸付の
充実

（注） 上記のうち、◎については父子家庭も対象。○は、事業の一部に関して父子家庭も対象。
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②母子寡婦福祉貸付金による生活費や子どもの修学費等に対する貸付け
を実施しているが、児童扶養手当については、2010年8月より父子家庭も支給対象とし、同年
12月から支給を開始したところである。

	 第7節	 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実

	 1	 児童虐待への取組みの推進
（1）	児童虐待への現状

児童虐待への対応については、2000（平成12）年11 月に施行された児童虐待の防止等に関
する法律（以下「児童虐待防止法」）が、その後、2004（平成16）年及び2007（平成19）年
に改正され、制度的な対応について充実が図られてきた。しかし、重大な児童虐待事件が後を絶
たず、全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数も増加を続け、2009（平成
21）年度には4 万4,211件となるなど、依然として社会全体で取り組むべき重要な課題となっ
ている。

（2）	児童虐待防止対策の取組み状況
児童虐待は、子どもの心身の発達及び人格の形成に重大な影響を与えるため、児童虐待の防止

に向け、①虐待の「発生予防」、②虐待の「早期発見・早期対応」、③虐待を受けた子どもの「保
護・自立支援」に至るまでの切れ目のない総合的な支援体制を整備・充実していくことが必要で
ある。

このため、
① 発生予防に関しては、前述の「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」や、「養

育支援訪問事業」、「地域子育て支援拠点事業」の推進
② 早期発見・早期対応に関しては、市町村における「子どもを守る地域ネットワーク（要保護

児童対策地域協議会）」の機能強化、児童相談所の体制強化のための児童福祉司の確保等、
家族再統合や家族の養育機能の再生・強化に向けた取組みを行う親支援の推進

③ 保護・自立支援に関しては、家庭的環境での養護を促進するため里親制度の拡充、児童養護
施設等の小規模ケアの推進、年長児の自立支援策の拡充、施設内虐待の防止等施設入所児童
の権利擁護の推進

などの取組みを進めている。
なお、2010（平成22）年9月に児童相談所に虐待通告のあった事例の安全確認の実施状況に

ついて調査結果を公表するとともに、児童虐待の通告のあった児童に対する安全確認の徹底を図
るため、通告・相談への対応や調査、保護者・子どもへのアプローチにおける着眼点や工夫例等
を盛り込み、児童相談所の虐待対応の参考とするべく「虐待通告のあった児童の安全確認の手引
き」を作成した。

（3）	児童虐待防止に向けた広報啓発の取組み
2004（平成16）年から11月を「児童虐待防止推進月間」と位置づけ、児童虐待問題に対す

る社会的関心の喚起を図るため、関係府省庁や地方公共団体、関係団体等と連携した広報・啓発
活動を実施している。2010（平成22）年度においては、月間標語の公募、全国フォーラムの開
催（広島県広島市）、広報用ポスター等の作成・配布、政府広報を活用したテレビスポットCM
や新聞等により児童相談所全国共通ダイヤルの周知徹底を図るなどの広報啓発等を実施した。ま
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た、民間団体が中心となって実施している「オレンジリボン・キャンペーン」について後援を
行っているほか、職員が手作業で厚生労働省のビルに巨大なオレンジリボンを掲示した。

みなさんは児童相談所と聞いて、どのよう
なイメージを持つであろうか。
昨今は、児童相談所＝児童虐待の対応機関
というイメージが強いと思われるが、児童相
談所は児童福祉法に基づいて18歳未満の子
どもに関する相談（養護相談、保健相談、障
害相談、非行相談、育成相談、里親に関する
相談など）に対応するために設置されている
機関であり、児童福祉司や児童心理司、医師
などの専門スタッフが相談・支援にあたって
いる。
しかしながら、今日においてとりわけ児童
相談所の役割として期待が高まっているのは
養護相談に分類される児童虐待への対応では
ないだろうか。そこで、実際に児童相談所に
虐待通告があった場合にどのような対応がと
られるのか、東京都児童相談センターへの取
材を通して見てみることとする。
虐待通告の電話を受けた児童福祉司A氏

（入職して2年目）の頭の中では、事実の確
認と虐待の構図の整理が同時進行で行われ
る。電話が終わると所内の職員が集まって緊
急受理会議が開かれ今後の対応について協議
が行われる。ここで改めて担当がA氏と決
定。このように相談支援を行う際に職員個人
としてではなく“チームで対応する（組織と
して対応する）”ことが児童相談所における
支援の特徴である。
協議が終了すると、迅速かつ慎重に関係機
関（者）からの情報収集と実態把握が行われ
る。その状況を受けて対応方針が決定される
ことになるが、決定に際しては「緊急度」の

判断が大きな鍵を握る。子どもの生命に危険
がある場合には子どもを「一時保護」するこ
とになるが、子どもに不安やショックを与え
ないように一時保護所に行くことを伝えるの
がA氏の役割である。
一時保護所では、A氏に変わって一時保護
所の職員が「子どものすべてを受け入れる」
（一時保護所のベテラン職員B氏）という姿
勢で子どもの気持ちに寄り添いながら生活を
支えることになる。
子どもの安全が確保されると、おおむね1
か月を目処に家庭状況の調査や保護者との面
接、子どもの行動観察や心理検査などが行わ
れ、それらの結果をもとに児童相談所の援助
方針会議において対応方針が決定される。こ
こでの決定は、児童養護施設等への「施設入
所措置あるいは養育家庭（養育里親）委託」
と、子どもを保護者のもとに返す「在宅指
導」に大別される。（なお、児童養護施設へ
の入所措置については虐待の場合だけでな
く、保護者の病気などにより日々の養育が難
しい場合や、一時的に生活の立て直しが必要
な場合にも行われる。）
子どもが施設入所となった場合には、子ど
もの安定した生活やケアの支援とともに、施
設の職員や地域の関係機関と連携しながら子
どもの家庭復帰に向けた環境調整や保護者が
再び虐待をしてしまわないよう指導・支援を
行うことがA氏の役割となる。東京都児童相
談センターでは、保護者に対するグループカ
ウンセリング（父親グループ「やっほー」、
母親グループ「いいな」）を実施しているた
め、それらの参加を通して保護者の変化を促
すこともある。
子どもを家庭に復帰させるタイミングにつ
いては「家庭復帰のためのチェックリスト」
に基づき判断することになるが、「児童相談
所と地域で見守っていくことで、二度と同じ
ことを繰り返させないようにしよう」という
のがこの時のA氏の思いである。しかしこれ
で関係が終わるわけではなく、状況によって
一定期間、児童相談所との関わりが続く。
一方、虐待の危険度がそれほど高くなく

「在宅指導」での援助が可能と判断された場

コラム 児童相談所の仕事

電話対応をする児童福祉司A氏
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（4）	児童虐待防止のための親権制度の見直しについて
2007（平成19）年の児童虐待防止法改正法附則において、「施行（2008（平成20）年4月）

後3年以内に、親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を
講ずる」ものとされていることを受け、民法に関する部分は、法務省の法制審議会「児童虐待防
止関連親権制度部会」において、2010（平成22）年12月に要綱案がまとめられ、2011（平成
23）年2月に法制審議会より答申が得られた。また、児童福祉法等に関する部分は、厚生労働
省の社会保障審議会児童部会「児童虐待防止のための親権の在り方に関する専門委員会」におい
て検討が行われ、2011年1月に報告書がまとめられた。

これらの内容を踏まえ、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権
の停止制度を新設し、法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにする等の改正
を行う、民法等の一部を改正する法律が2011年5月に成立し、同年6月に公布された。

合には、子どもとその家族を地域で支えるた
めのネットワークが地域につくられる。子ど
も家庭支援センター（区市町村に設置）を中
心として関係機関が情報共有、役割分担をし
ながら足りない部分を地域でカバーしつつ見
守りを続けていくという息の長い支援が行わ
れることになる。

かみしめるように言葉を紡いでいくA氏の
様子から、児童相談所に求められているもの
の大きさがあらためて伝わってきた。そこ
で、A氏を支えているものは何かとたずねて
みたところ、「苦しくても、そこを乗りこえ
るとがんばってよかったなと思える時が来る
と信じること」という答えが返ってきた。
チームの一員として同じ職場でA氏を支えて
いる係長のC氏からは「児童相談所は相談援
助の仕事の醍醐味、面白みが存分に味わえる
職場である。是非様々な分野から広い視野を
持った方々に来て欲しい」という熱いメッ
セージをいただいた。
全国の児童相談所で日々「子どもの最善の
利益のため」に奮闘している職員を後方支援
する体制を充実させていくことも「子どもの
最善の利益」を守るために不可欠であろう。

●父親グループ「やっほー」のパンフレット

カウンセリングの様子―母親と子ども―
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（5）	家庭的養護の推進
虐待を受けた子ども等、家庭での養育に欠ける子どもに対しては、家庭的な環境の下で愛着関

係を形成しつつ養育を行うことが重要であり、児童養護施設等の入所施設においても、できる限
り家庭的な環境の中で、職員との個別的な関係性を重視したきめ細かなケアを提供していくこと
が求められている。

このような観点から、ケア形態の小規模化を図るため、児童養護施設、乳児院、情緒障害児短
期治療施設及び児童自立支援施設を対象とした小規模グループケアの実施や、児童養護施設を対
象とした地域小規模児童養護施設の設置を進めている。

また、里親制度は、家庭的な環境の下で養育を行うことができる重要な制度であり、その拡充
を図る必要がある。

このため、2009（平成21）年に改正された児童福祉法等においては、社会的養護の担い手と
しての「養育里親」を、養子縁組を前提とした里親と区別するとともに、里親手当を引上げる、
里親に対する相談支援等の業務を里親会や児童家庭支援センター、施設、特定非営利活動法人等
に委託して総合的に行う「里親支援機関事業」を実施する等、里親制度を拡充したところであ
り、これらの施策を推進している。

また、同法改正で、「小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）」が、里親委託、施設入
所に加わる新たな社会的養護の受け皿として位置づけられており、その普及を推進している。

さらに、今後の社会的養護の在り方について、社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会
で検討を進めるとともに、2011（平成23）年1月に開催した「児童養護施設等の社会的養護の
課題に関する検討委員会」において、施設最低基準の当面の見直し案、里親委託ガイドライン
案、早急に実施する事項、課題と将来像について検討した。同年3月には、里親委託ガイドライ
ンを取りまとめ、都道府県等に通知するとともに、早急に実施する事項として、小規模グループ
ケアの弾力化等の実施要綱の改正を行った。

（6）	年長児の自立支援策の拡充
社会的養護の下で育った子どもは、施設等を退所し自立するに当たって、保護者等から支援を

受けられない場合が多く、その結果様々な困難に突き当たることが多い。このような子どもたち
が他の子どもたちと公平なスタートが切れるように自立への支援を進めるとともに、自立した後
も引き続き子どもを受け止め、支えとなるような支援の充実を図ることが必要である。

このため、2009（平成21）年改正後の児童福祉法等においては、児童自立生活援助事業（自
立援助ホーム）について、都道府県等にその事業の実施を義務づけ、費用を負担金で支弁するこ
ととし、一層の推進を図ることとした。

また、児童福祉や就業支援に精通したスタッフ等を配置し、相談支援、就職活動支援、生活支
援等を行うことにより、地域生活及び自立を支援するとともに、退所した者同士が集まり、意見
交換や情報交換・情報発信を行えるような場を提供する「地域生活・自立支援事業」を、2008

（平成20）年度からモデル事業として開始し、2010（平成22）年度から「施設退所児童等アフ
ターケア事業」として実施している。

さらに、施設等を退所する子ども等が、親がいない等の事情により身元保証人を得られないた
め、就職やアパート等の賃借に影響を及ぼすことがないように支援することが必要であり、
2007（平成19）年度から、子ども等が就職やアパート等を賃借する際に、施設長等が身元保証
人となる場合の補助を行う「身元保証人確保対策事業」を実施している。
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2011（平成23）年に入り、全国の児童
養護施設にランドセルなどを寄付する人が相
次いで現れた。今回の一連の動きは、前年
12月25日のクリスマスの日に、群馬県にあ
る児童相談所において、�伊達直人と署名のあ
る方から「子ども達の為に使って下さい」の
メッセージカードとともに、ランドセル10
個置かれていたことが発端であった。
それ以後、タイガーマスク現象と呼ばれる
ほど全国各地の児童養護施設へのランドセル
をはじめとした文房具や衣類など、善意の寄
付活動が一気に広がることになった。
そもそも児童養護施設とは、児童福祉法第
41条に基づき、「保護者のない児童、虐待さ
れている児童その他環境上養護を要する児童
を入所させて、これを養護し、あわせて退所
した者に対する相談その他の自立のための援
助を行うことを目的とする施設とする」とさ
れている。以前は「孤児院」と呼ばれてお
り、戦後まもなく1947年に制定された児童
福祉法の施行に伴い養護施設と改称された
後、法改正を経て現在に至っている。その歴
史は古く、児童養護施設の原形は聖徳太子が
救貧対策のために設置した悲田院まで遡ると
言われている。
とはいえ、実際に現在の施設入所者の中に
保護者のいない児童は少なく、最近では、養
育不可能になった親から預け入れられるケー
スが大半を占めている。その中でも実態とし
て深刻なのは、親からの虐待により児童養護
施設に入所せざるを得ない児童がその多くを
占めているということである。また、最近で
は、軽度の知的障害や発達障害などを抱えた
児童も増えており、施設側の児童に対する支
援の困難さは年々増している。

（茨城県臨海学園を訪れて）
茨城県高萩市にある臨海学園（定員70名。
乳児院（定員40名）も設置）でもランドセ
ル10個をはじめ、お米やリンゴなどの食料
品が次々に届けられた。
児童養護施設の一般的な運営経費は国や自
治体から支給されているが、昨今の厳しい財
政状況下、施設側にとって寄付はありがたい
ものである。
これまで世間の認知度が決して高いとは言
えない児童養護施設が、今回、世の中の注目
を浴びたことにより、善意の輪の広がりとと
もに、今後、児童養護施設が地域から更に理
解を得、地域に根ざした施設運営に繋がるの
ではないかと期待が膨らむ。
臨海学園では、平成12年に茨城県内初の

「児童家庭支援センター」を附設し、子ども
たちや親たちが抱える様々な悩みの相談やカ
ウンセリングに24時間体制で応じ、地域で
の活動実績を上げている。
「児童家庭支援センター」とは、休日や夜
間に児童相談所が閉庁しているときでも、24
時間365日体制で専門のスタッフが子どもや
その家庭に対する様々な相談を受け付ける機
関である。具体的には、児童虐待や不登校、
近年では発達障がい児等に対するケアなど、
専門的援助が必要な子どものいる家庭に対し、
早期に支援を展開することにより、児童相談
所の機能を補完する役割も持ち合わせている。
同一施設内に地域での身近な子ども家庭支援
のための相談所として、相談業務機能を行う
ことにより、保護者に子育ての不安に関して
気軽に相談できる場、安心できる場を提供で
きるため、育児放棄や児童虐待を未然に防ぐ
ことにも繋がる。ここ臨海学園に併設される
児童家庭支援センターでは、平成11年度の
発足当初は年間約200件だった相談件数も、

コラム 児童養護施設の仕事
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第
2
部
　
現
下
の
政
策
課
題
へ
の
対
応

180 平成23年版　厚生労働白書



平成21年度には年間約2,000件に上り、10
年間で実に10倍にも増えたことになる。
さらに、ここでは児童家庭支援センターの
運営に加え、多目的ホールを設置し、敬老の
日にお年寄りを招待して子どもたちが演奏会
を開いたり、1年に1回の子どもまつりを通
して、施設内グラウンドに模擬店を出店して
地域に開放したり、地域との交流を大切にし
ている。地域との交流を積極的に図ることに
より、ややもすれば閉鎖的なイメージの強い
施設を地域交流のための施設として印象付け
ることにより、ここ臨海学園は地域社会の一
員として、これからも地域との共存・共生が
されていくことでしょう。

（岐阜県日本児童育成園を訪れて）
社会福祉法人日本児童育成園（岐阜市）
は、明治28年に「飛騨育児院」として創設
された。
約24,000人もの死傷者を出した明治24
年の濃尾地震により孤児となった子どもたち
の救済のため、牧師である五十嵐喜廣氏に
よって創始されたのである。その後、明治、
大正、昭和と全国各地において、養護を必要
とする子どもたちのために分園が設立され
た。日本児童育成園職員の働きの源泉たる隣
人愛の精神の下、その時々、所々の児童福祉
ニーズに対し、先駆的、積極的に取り組んで
きたのである。
現在の日本児童育成園は利用者80名、職
員31名の規模で運営されている。利用者を
12～16人のグループに分け、それぞれのグ
ループに担当の職員が付き、日々の活動を行
う。もちろん、園を拠点に小中学校、高等学
校、大学への通学など、利用者の生活ニーズ
を第一にしつつ、園での生活を支援する形態
をとっている。これらグループのメンバーと

それぞれの担当職員は、持ち上がり制で基本
的に変わることはなく、「ちょっと大きめな家
族」的な関わりとして共同生活を送っている。
日本児童育成園の長縄良樹施設長が児童養
護の道に進んで40年が経過している。施設
長は、様々な過去の困難によって大人との信
頼関係の構築が難しくなっている子どもたち
に対し、24時間親のように傍で接すること
で子どもたちに安心感を与え、「子どもたち
の帰る場所」としての日本児童育成園を追求
している。
日本児童育成園は児童養護施設なため利用
できるのは18歳までだが、園の卒業生の多
くは、卒業後も引き続き、施設長や園との家
族としての関係を自発的に継続しているとの
ことで、子どもたちは、園を自分の故郷、
育った場所として認識しているのである。中
には、利用者が卒業後に結婚式を挙げる際に
施設長に父親としての参列をお願いすること
や、元利用者たちとその家族などと共に海外
旅行に出かけることなど、真の意味での家族
と同等の関係が続いている利用者もいる。日
本児童育成園のこうした取組みによって多く
の困難を抱えた子どもたちが安心した生活を
取り戻すことができたのである。
全国に数多くある児童養護施設には、何ら
かの困難な経験、境遇を経た子どもたちが入
所している。そのような子どもたちが再度自
立し、社会との信頼関係を取り戻すために、
児童養護施設の果たす役割は非常に大きいと
考えられる。社会全体で児童養護の分野をよ
り良いものとするため、弛まぬ努力を続ける
必要がある。

施設とグラウンド

日本児童育成園の子どもたち
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（7）	施設内虐待の防止
施設等に措置された被措置児童等への施設内虐待があった場合には、被措置児童等を保護し、

適切な養育環境を確保することが必要である。また、不適切な施設運営や事業運営が行われてい
る場合には、施設や事業者を監督する立場から、児童福祉法に基づき適切な対応が必要となる。

このため、2009（平成21）年に施行された改正児童福祉法では、
①被措置児童等虐待の都道府県等への通告や届出
②通告した施設職員等に対する不利益取扱いの禁止等
③届出、通告があった場合の調査等の都道府県が講じるべき措置

等を規定しており、また、「被措置児童等虐待に関するガイドライン」を作成して、被措置児童
等虐待防止等のための対応を行っているところである。

	 2	 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進
（1）	配偶者からの暴力の現状

配偶者からの暴力は、人権を著しく侵害する大きな社会問題である。2009 （平成21）年度の
全国の婦人相談所及び婦人相談員が受け付けた来所による女性相談者の実人員を見ると、
83,483人（前年度79,594人）のうち、「夫等の暴力」を主訴とする者が27,183人（前年度
24,879人）であり、相談理由の32.6％（前年度31.3％）を占めるなど、配偶者からの暴力被害
者が増加しており、一層の取組みの強化が必要となっている。

（2）	配偶者からの暴力対策の取組み状況
配偶者からの暴力被害者等に対する相談・保護等の支援については、
① 配偶者からの暴力を受けた被害者の婦人相談所における一時保護や、民間シェルターや母子

生活支援施設等一定の基準を満たす者への一時保護委託の実施
② 婦人相談所職員や婦人相談員等の相談担当職員に対する専門研修の実施
③ 婦人相談所における休日・夜間電話相談事業の実施及び関係機関とのネットワークの整備
④ 婦人相談所一時保護所及び婦人保護施設における心理療法担当職員及び同伴児童へのケアを

行う指導員の配置

	 図表1-7-1	 夫等からの暴力の相談件数及び相談全体に占める割合（来所相談）
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（注）（　）内は、相談全体に占める夫等からの暴力の割合。

（32.6%）
（31.3%）（30.7%）（29.6%）（28.9%）（28.3%）（25.%）（24.2%）

（19.2%）

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課調べ
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⑤ 婦人相談所一時保護所及び婦人保護施設の夜間警備体制の強化
⑥ 婦人相談所における法的対応機能強化事業の実施
⑦ 外国人被害者等を支援する専門通訳者養成研修事業の実施

など、各種施策を実施している。

（3）	人身取引被害者の保護
「人身取引対策行動計画2009」（2009（平成21）年12月策定）に基づき、政府においては、

人身取引被害者の保護・支援を図っているところであり、婦人相談所及び婦人保護施設において
も、警察、入国管理局、大使館、IOM（国際移住機関）等の関係機関と密接な連携を図りなが
ら、被害者の立場に立った保護・支援を実施している。

婦人相談所等においては、これまで保護を求めてきた人身取引被害者275名（2001（平成
13）年4月1日～2010（平成22）3月31日）の保護が行われてきたところである。

福島県女性のための相談支援センターは、
「売春防止法」に基づく婦人相談所と婦人保
護施設、「配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律」に基づく配偶者暴力
相談支援センターとして、女性の相談、保
護、自立支援等の業務を行っている。婦人相
談所と婦人保護施設との機能を併せ持つ特徴
的なセンターである。
当センターの歴史は昭和32年の婦人相談
所設立から始まり、翌昭和33年の婦人保護
施設の開設を経て、平成16年に現在の「女
性のための相談支援センター」となった。職
員は28名（常勤11名、非常勤17名）で、
保健師、看護師、心理判定員などの専門的な
知識を有する職員も在籍しており、様々な事
情を持つ女性のニーズに応じた支援のできる
体制を備えている。

当センターには、電話、来所などによる年
間2000件を超える相談が寄せられる。セン
ターの相談員は、その相談すべてに対し必要
な対応を考え、時には医療機関やより適切な
福祉施設などへの橋渡しを行い、時には弁護
士などの紹介を行い、時には当センター内の
一時保護へ繋げる。
中には、夜間に急を要する相談が寄せられ
ることも少なくない。当センターはそのよう
な緊急的な事態にも対応できるような体制を

組み、夜間の緊急保護もできるよう、レスト
フルルームという部屋も用意している。ひと
まず女性の安全を確保し、精神的にも落ち着
いてもらった後、翌日に改めて女性とともに
必要な支援を話し合うのである。

一時保護を行うことが適切と判断される女
性は、その理由の約9割が「夫などからの暴
力」である。
入所期間内に、センターにおいて裁判所か
らの保護命令の発出手続きを行い、必要に応
じ、生活保護の受給手続きや、公営住宅の申
請手続き、生活訓練施設などの入所、通所手
続き、ハローワークへの求職手続きなどを行
い、女性の再出発に向けた支援を行う。一時
保護の期間はおおむね2～3週間であり、よ
り長期に支援が必要な場合は、長期保護（婦
人保護施設入所）としている。

婦人相談所は、困難な問題を抱えて生活に
行き詰まり、また、生命をも脅かすような暴
力に脅え、保護される女性たちにとっての
セーフティネットとして大きな意義を持つ。
そして関係機関との連携による柔軟かつ適切
な対応によって、危急の状態から立ち直り、
再度自立した生活を取り戻せる可能性が広が
るのである。

コラム 婦人相談所の仕事
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	 第8節	 仕事と家庭の両立支援

	 1	 現状
子育て支援施策では、①子ども手当の実施とともに、②保育所整備などの現物支給、③仕事と

生活の調和であるワーク・ライフ・バランスの支援策の三者が適正に整備される必要がある。育
児期には特に仕事と子育ての両立が困難であることから、仕事か家庭かという二者択一構造とな
らないよう、仕事と子育ての両立支援策を推進する必要がある。

このため、企業において、育児・介護休業や短時間勤務制度などの両立支援制度を整備すると
ともに、男性も女性も安心してこれらの制度を利用できる職場環境を整備することが重要であ
る。都道府県労働局雇用均等室では、労働者からの相談への対応や、制度の普及・定着に向けた
指導を実施している。

これらの取組みにより、女性の育児休業取得率は85.6％となるなど、育児休業は着実に定着
が図られつつあるが（図表1-8-1）、第1子出産後も継続就業をしている女性は38％（2005(平
成17)年）にとどまっている（図表1-8-2）。

	 図表1-8-1	 育児休業取得率の推移

男性
女性
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資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局「雇用均等基本調査」（平成21�年度）

	 図表1-8-2	 女性の出産後の継続就業

就業継続（育休利用） 就業継続（育休なし） 出産退職
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「第31�回出生動向基本調査（夫婦調査）」
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妊娠・出産前後に女性が仕事を辞める理由としては、26.1％が「仕事と育児の両立が難しかっ
た」ことを挙げており、育児休業からの復帰後の働き方が課題であることがわかる（図表1-8-
3）。また、子を持つ母親の多くは、子が小学校就学前までは短時間勤務や残業のない働き方を
望ましい働き方と考えている。

一方、男性の約3割が育児休業を取りたいと考えているが（図表1-8-4）、実際の取得率は
1.72％にとどまっている。さらに、男性の子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準に
とどまっている。こうした男女ともワーク・ライフ・バランスがとれない状況が、女性の継続就
業を困難にし、仕事か家庭かという二者択一構造となっていることが、少子化の一つの原因と
なっていると考えられる。実際、夫の休日の家事・育児時間が長くなるほど、第2子以降の生ま
れる割合が高くなる傾向がある（図表1-8-5）。

	 図表1-8-3	 妊娠・出産前後に退職した理由

家事・育児に専念するため
自発的にやめた

夫の勤務地や夫の転勤の問題で
仕事を続けるのが難しかった

仕事を続けたかったが、仕事と育児
の両立の難しさでやめた

結婚、出産、育児を機に辞
めたが、理由は結婚、出産
等に直接関係ない

26.1%

9.0%

9.8%
1.5%

7.2%
4.7%

39.0%

2.6%

子を持つ前と仕事の内容や責任等が
変わってしまい、やりがいを感じられ
なくなった（なりそうだった）

解雇された、
退職勧奨された

特にない
その他

（「これまでの退職経験」として、妊娠・出産前後に退職していた女性正社員） 

資料：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「両立支援に係る諸問題に関する総合的調査研究」（平成20�年度）

	 図表1-8-4	 両立支援制度の利用意向

（％）

全体 子どもあり
男性 女性

全体 子どもあり 全体 子どもあり
調査数（n） 1553 1104 752 589 801 515
育児休業制度 50.9 50.0 31.8 33.1 68.9 69.3
育児のための短時間勤務制度 48.9 48.8 34.6 35.1 62.3 64.5
資料：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（平成20年）
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	 図表1-8-5	 子どもがいる夫婦の夫の休日の家事・育児時間別にみたこの七年間の第2子以降の出生の状況
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資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「第8回21世紀成年者縦断調査」（2009年）
（注） 1．�集計対象は、①または②に該当する同居夫婦である。ただし、妻の「出生前データ」が得られていない夫

婦は除く。
①第1回調査から第8回調査まで双方から回答を得られている夫婦
②�第1回調査時に独身で第7回調査までの間に結婚し、結婚後第8回調査まで双方から回答を得られている
夫婦

2．�家事・育児時間は、「出生あり」は出生前調査時の、「出生なし」は第7回調査時の状況である。
3．�7年間で2人以上出生ありの場合は、末子について計上している。
4．�総数には、家事・育児時間不詳を含む。

少子高齢化が進み、人口減少社会の到来が
現実を増してきている中、政府では、次世代
育成支援対策推進法（平成15年法律第130
号）により、民間企業等の一般事業主の一定
の責務として、企業は労働者が希望すれば子
どもを産み・育てることができる職場環境の
整備を図るための計画（一般事業主行動計
画）を策定することとされている。

一般事業主行動計画の策定義務は、法律施
行時（平成15年）には常時雇用する労働者
が300人を超える企業にあったが、平成23
年4月からは常用雇用労働者100人を超え
る企業も策定義務の対象となっており、都道
府県労働局では、新たに対象となる企業に対
して一般事業主行動計画の策定を働きかけて
いる。

このコラムでは、大阪労働局雇用均等室の
取組みを紹介する。

大阪府内で今回一般事業主行動計画の策定
が義務化された企業は約2,500企業となる
が、各都道府県に一つ設置された雇用均等室
が、どのように効果的にこれら企業に対し策
定の働きかけを行えるかが課題となる。
そこで、雇用均等室職員が行う企業訪問や
業界団体への説明会を実施するとともに、労
働局各部、労働基準監督署やハローワーク等
関係機関の協力を得る工夫を行っている。
また、行動計画策定に向けた企業との相談
の中で、計画の策定をハードルの高いものと
考えている企業や、子育て世代の労働者がい
ない場合には作成不要と考えていた企業もあ
ることが分かってきたことから、大阪労働局

コラム 人口減少化での職場環境を整備する
～大阪労働局雇用均等室の取組み～
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雇用均等室では、他の雇用均等室に先駆け、
次の五つの会社向けの一般事業主行動計画の
モデル計画例を作成し、企業への働きかけを
行っている。

A：�育児をしている社員が多いが、長時間労
働になりがちな会社

B：�男女とも育児休業等の取得が進んでいな
い会社

C：�「子育てサポート企業」の認定を目指し、
両立支援対策の充実を目指す会社

D：�高齢者が多いこと等により育児をしてい
る社員がほとんどいない会社

E：�地域等に対する次世代育成支援対策を行
いたい会社

こうした取組みは、企業が計画策定に取り
組みやすくなる効果があるほか、子育てへの
配慮にとどまらず、仕事と生活が調和（ワー
ク・ライフ・バランス）した職場環境を整備
し社員がその能力を更に発揮できるきっかけ
ともなっている。

このように、子どもを産み・育てやすい職
場環境の整備にとどまらず、それぞれの労働
者の事情に配慮しつつ、その労働者の能力が
発揮できる職場環境の整備を進めるため、雇
用均等室において男女雇用機会均等法、育
児・介護休業法、パートタイム労働法に関す
る相談・行政指導、紛争解決援助を以前から

行っており、女性の活躍推進、育児・介護を
抱える労働者への配慮、正社員とパート労働
者の均衡確保といった、労働者がそれぞれの
状況に応じて働ける環境整備を進めてきたノ
ウハウが、次世代育成支援対策推進法の理念
に沿い活かされている。
雇用均等行政においては、労働者を性別に
より差別することなく、また、働く女性が母
性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮で
きる雇用環境の整備とともに育児や家族の介
護を行う労働者の福祉の増進を図ること、
パートタイム労働者がその能力を一層有効的
に発揮することができる雇用環境を整備する
こと等を目的に各種施策を展開している。こ
うした施策を展開することは、我が国の経済
社会を支える上でますます重みのあるものと
なってきている。

大阪労働局雇用均等室

・性別を理由とする差別
・間接差別
・妊娠・出産等を理由とする
不利益取扱い

・セクシュアルハラスメント
・母性健康管理
・育児・介護休業
・育児休業等を理由とする
不利益取扱い

・パートタイム労働

紛争解決援助
○労働局長による助言・指導・勧告
○調停会議による調停・調停案の作成・
　受諾勧告

事業主に対する法に基づく行政指導

解
　
　
　
　決

相談から解決までの流れ

相
　談 

・ 

情
　報
　提
　供

職場でのこんなトラブル
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	 2	 育児・介護休業法について
こうした状況を踏まえ、喫緊の課題となっている仕事と家庭の両立支援を一層進めるため、男

女ともに子育て等をしながら働き続ける環境を整備することを目的に、育児・介護休業法が改正
され、2010（平成22）年6月30日に施行された。主な内容は図表1-8-6の通りである。現在、
企業において改正法の内容に沿った措置等の規定が適切に整備され、制度として定着するよう、
改正法の周知徹底を図っているところである。

	 3	 企業における次世代育成支援の取組み
次世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、次世代育成支援対策推進

法（平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。）に基づき、国、地方公共団体、事業
主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援対策を進めており、2008（平成20）年12月に、
地域や企業の更なる取組みを促進するため、同法が改正された。

この改正法の施行により、2011（平成23）年4月1日からは、労働者の仕事と子育ての両立
支援に関する一般事業主行動計画（以下「行動計画」という。）の策定、都道府県労働局への届
出、行動計画の公表及び従業員への周知が義務づけられる企業の範囲が、従業員301人以上の
企業から、101人以上企業に拡大した。このため、厚生労働省では、次世代育成支援対策推進セ
ンターや地方公共団体等と連携し、行動計画の策定・届出について周知・啓発を強化していると
ころである。

さらに、改正法が施行されるまでの間、特に新たに行動計画の策定・届出等が義務となる企業

	 図表1-8-6	 改正育児・介護休業法の概要

【施行期日】平成22年6月30日（ただし、一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主につい
　　　　　 ては平成24年7月1日）
　　　　　 4のうち、調停については平成22年4月1日、その他は平成21年9月30日。

少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女と
もに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備する。

○3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度（1日6時間）を設けることを事業主の義務とし、
労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。

○子の看護休暇制度を拡充する（小学校就学前の子が、1人であれば年5日（改正前と同じ）、2人以上で
あれば年10日）。

○父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月（改正前1歳）までの間に、1年間育児休業を取得
可能とする（パパ・ママ育休プラス）。

○父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
○配偶者が専業主婦（夫）であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。

※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正

○介護のための短期の休暇制度を創設する（要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上で
あれば年10日）。

3　仕事と介護の両立支援

○苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
○勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する
過料を創設する。

4　実効性の確保

2　父親も子育てができる働き方の実現

1　子育て期間中の働き方の見直し
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を支援するために、「中小企業一般事業主行動計画策定推進2か年集中プラン」として、都道府
県労働局において新たに行動計画の策定・届出等が義務となる企業に対する個別企業訪問等の支
援事業を実施し、円滑な施行に向けた支援を2009～2010（平成21～22）年度について実施し
たところである。

また、次世代法では、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を
満たした企業は、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣（都道府県労働局長へ委任）の認
定を受け、「くるみんマーク」を使用することができるとされており、改正法の周知・啓発とあ
わせ、次世代法に基づく認定の取得促進を図っているところである。

【参考：平成23年6月末現在】

○一般事業主行動計画届出状況 規模計
301人以上企業

64,202社
13,812社
26,508社
23,882社
1,095社

(届出率94.6％)

○認定企業

101人以上300人以下企業
100人以下企業

(届出率81.6％)

～次世代認定マーク「くるみん」とは～
次の世代を担う
子どもたちが健や
かに生まれ育つ環
境をつくるため
に、次世代育成支
援対策推進法で
は、 従 業 員 数
101人以上の企
業 1に対して仕事と家庭の両立を支援する雇
用環境の整備等を盛り込んだ行動計画の策定
を義務づけている。
さらに、行動計画の作成・実施を通じて一
定の要件を満たすと、「子育てサポート企業」
として、厚生労働大臣の認定を受けることが
できる。この認定を受けた企業は、次世代認
定マーク（愛称：くるみん）を商品、求人広
告などにつけることができ、子育てサポート
企業であることを内外にアピールできる。
しかし、中小企業においては、昨今の厳し
い経済環境下で、一層厳しい経営状態が続い
ていることや、大企業と比べて代替要員の確
保が困難であるなどの経営上の制約や課題が
多いことから、その取組みが遅れている。平
成23年6月末時点で、従業員数301人以上
企業の行動計画の届出は94.6％であり、平

成23年4月1日より新たに行動計画の策定
が義務づけられた従業員数101人以上300
人以下の企業の届出状況は81.6％となって
おり、厚生労働省では行動計画の策定・届出
の促進に全力で取り組んでいる。

～共和機械（株）の取組例～
岡山県津山市にある共和機械（株）は、
1959（昭和34）年に日本初の鶏卵洗浄機
の生産を開始し、「優れた技術と優れた製品
で社会に奉仕する」という理念で、鶏卵処理
機械に特化した専門メーカーとして、自動洗
卵選別包装システム、不良卵検出装置、高速
割卵機の開発、製造、販売を行っている。
従業員数は69人（男性が57人、女性が
12人）の企業である。

コラム 次世代認定マーク「くるみん」を知っていますか？

1� �従来は従業員301人以上企業であったが、次世代育成支援対策推進法の改正により、平成23年4月1日より従業員101
人以上企業に拡大されている。

日本の鶏卵洗浄機　共和式洗卵機
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（どのような取組みを行ったのか）
平成19年5月1日からの3年間で「①育
児休業を取得しやすく、また同時に復帰しや
すい環境整備を行う」「②小学校就学前の子
どもを育てやすい職場環境の整備（小学校就
学前の子どもを持つ従業員の育児短時間勤務
制度）」「③年次有給休暇の取得促進」といっ
た取組みを盛り込んだ行動計画を策定した。
取組みに当たっては、従業員へのアンケー
ト調査や育児休業取得者へのヒアリング調査
を実施し、その結果を踏まえ、本人の誕生
日、結婚記念日、一等親以内の家族の誕生日
に安心して休めるよう有給休暇取得促進日を
設定したほか、半日単位で取得可能な有給休
暇制度を導入した。また、育児短時間勤務制
度の利用対象者を3歳未満の子どもから小学
校就学前の子どもをもつ社員まで拡大した。
さらに、男性社員の子育て参加を促すため
に配偶者が出産予定の社員に「男性社員の子
育て参加計画書」を作成させ、子育て関係の
特別休暇等の社内制度等を周知するととも
に、その活用を推奨した。
こうした取組みの結果、社内で休暇制度等
についての認知度が高まり、男性の育児参加
への抵抗感はなくなってきた。育児休業を取
得する男性社員が出たときも、社内の雰囲気
は「自然とチームワークでカバーしよう」と
いったものになり、職場に連帯感が生まれ
た。

男性社員で育児休業を取得した関さんは
「気持ちよく育児休業を取得できた。育児休
業を取得したことにより出産の立ち会いだけ
でなく、家族とのふれあいを大切にすること
ができた」と語り、女性社員で、現在子育て
中で、第2子を妊娠中の本郷さんは「会社の
取組みにより1番目の子どものときよりも安
心して休業することができそうだ」と語って
いる。

（なぜ「子育てサポート企業」の認定を受け
ることにしたのか）
共和機械（株）の友末社長は次のように語
る。
「製造業への逆風は厳しいが、会社の中に
連帯感、一体感があれば強い経営が可能にな
ると考え、働き方も含め業務の全体を見直し
た。そうした中で『従業員は家族の支えが
あってこそ、十分な能力発揮が可能となり、
ひいては会社の利益につながる』と考え、従
業員の仕事と子育ての両立をより積極的に支
援した。そうした流れの中で、次世代育成支
援対策推進法の行動計画を策定し、『子育て
サポート企業』の認定を目指した。
今後も、従業員が家族ぐるみで参加する
バーベキュー大会といった会社イベントの実
施などを通じて『会社全体が大きな家族』と
いう意識を強め、会社と従業員が一緒になっ
て成長できるような環境を整えていきたい。」

工場での勤務風景 左が関さん、右が本郷さん
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	 4	 仕事と家庭を両立しやすい環境整備の支援
仕事と家庭の両立しやすい環境整備を支援するため、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主

に対しては、助成金の支給により支援を行っているところである。2011（平成23）年9月以降
は助成金制度を図表1-8-7のとおり再編することとしている。

また、2010（平成22）年6月30日の改正育児・介護休業法の施行と合わせ、育児を積極的
にする男性（「イクメン」）を応援する「イクメンプロジェクト」（http://ikumen-project.jp/）
を開始した。公式サイトにおけるイクメン宣言・イクメンサポーター宣言の受付やシンポジウム
等実施し、男性が育児をより積極的に楽しみ、育児休業を取得しやすい社会となるよう社会的気
運の醸成を図っている。

	 図表1-8-7	 両立支援に取り組む事業主への助成金（平成23年9月以降）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

両立支援助成金

 ・子育て期の短時間勤務支援助成金
　子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度の導入・利用促進に向けた取組を行い、利用者が生じ
た事業主に助成金を支給する。

 ・事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
　労働者のための保育施設を事業所内に設置、増築等を行う事業主・事業主団体に、その費用の一部を
助成する。

中小企業両立支援助成金

 ・中小企業子育て支援助成金
　育児休業取得者の利用者が初めて出た労働者数100人以下の中小企業事業主に助成金を支給する（平
成23年9月30日までに育児休業を終了した者に限る。）。
 ・継続就業支援コース
　平成23年10月1日以後に育児休業が終了した者が初めて出たなど一定の要件を満たした労働者数
100人以下の中小企業事業主に助成金を支給する。

 ・代替要員確保コース
　育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職に復帰させた労働者数300人以下の事業
主に助成金を支給する。

 ・休業中能力アップコース
　育児休業又は介護休業を取得した労働者が、スムーズに職場に復帰できるようなプログラムを実施し
た労働者数300人以下の事業主、事業主団体に助成金を支給する。
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